
（別紙） 
変更前 変更後 

５．地域再生計画の目標を達成するための事業 

（１）全体の概要 

  南さつま市及び南九州市の各営農ブロックを貫く「広域農道川辺

線」を集中的に整備し，畜産団地の一体化と農畜産物の物流効率化を

図るほか，｢林道大谷北線」の整備を行うことにより森林へのアクセ

スを確保し，地域材の搬出利用を促進するとともに，特用林産物等の

森林資源の活用を図る。 

 また，南さつま市の基幹的な道路である「市道小浦黒瀬線」をはじ

め，「市道白川縦貫線」，「市道大崎線」の改良工事を併せて行うこ

とにより，市道，林道及び農道による効率的な道路ネットワークを構

築する。 

（２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業  

    道整備交付金を活用する事業 

 対象となる事業は，以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了し

ている。なお，整備箇所等については，別添の整備箇所を示した図面

による。 

・市 道 小浦黒瀬港線   昭和５０年１０月２８日認定（道路法）

・市 道 白川縦貫線    昭和５６年 ６月２６日認定（道路法）

・市 道 大崎線        昭和５６年 ３月２５日認定（道路法）

 

・林 道 大谷北線      平成２１年 ４月 １日登載 

５．地域再生計画の目標を達成するための事業 

（１）全体の概要 

  南さつま市及び南九州市の各営農ブロックを貫く「広域農道川辺

線」を集中的に整備し，畜産団地の一体化と農畜産物の物流効率化を

図るほか，｢林道大谷北線」の整備を行うことにより森林へのアクセ

スを確保し，地域材の搬出利用を促進するとともに，特用林産物等の

森林資源の活用を図る。 

 また，南さつま市の基幹的な道路である「市道小浦黒瀬線」をはじ

め，「市道白川縦貫線」，「市道大崎線」，「市道三本松小浜線」の

改良工事を併せて行うことにより，市道，林道及び農道による効率的

な道路ネットワークを構築する。 

（２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業  

    道整備交付金を活用する事業 

 対象となる事業は，以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了し

ている。なお，整備箇所等については，別添の整備箇所を示した図面

による。 

・市 道 小浦黒瀬港線   昭和５０年１０月２８日認定（道路法） 

・市 道 白川縦貫線    昭和５６年 ６月２６日認定（道路法） 

・市 道 大崎線     昭和５６年 ３月２５日認定（道路法） 

・市 道  三本松小浜線  昭和５４年 ３月１０日認定（道路法） 

・林 道 大谷北線    平成２１年 ４月 １日登載 



変更前 変更後 
（南薩地域森林計画）

・広域農道 川辺地区     平成 ３年 ９月２５日計画確定 

（土地改良法）

 

[施設の種類（事業区域），事業主体] 

 （略） 

 

［事業期間］ 

・市  道（平成 22 年～26 年度） 

・林  道（平成 23 年～24 年度） 

・広域農道（平成 23 年～25 年度） 

 

［整備量及び事業費］ 

・市道 3.81km，林道 0.79km，広域農道 1.35km 

・総事業費 2,061,000 千円（うち交付金 1,030,500 千円） 

（内訳）市道 566,000 千円（うち交付金 283,000 千円） 

     林道 115,000 千円（うち交付金 57,500 千円） 

     広域農道 1,380,000 千円（うち交付金 690,000 千円） 

 

 

 

（南薩地域森林計画） 

・広域農道 川辺地区     平成 ３年 ９月２５日計画確定 

（土地改良法） 

 
 ［施設の種類（事業区域），事業主体] 

  （略） 

 
［事業期間］ 

・市  道（平成 22 年～26 年度） 

・林  道（平成 25 年～26 年度） 

・広域農道（平成 23 年～25 年度） 

 

［整備量及び事業費］ 

・市道 4.16km，林道 0.79km，広域農道 1.35km 

・総事業費 1,758,000 千円（うち交付金 879,000 千円） 

（内訳）市道 626,000 千円（うち交付金 313,000 千円） 

     林道 115,000 千円（うち交付金 57,500 千円） 

     広域農道 1,017,000 千円（うち交付金 508,500 千円） 

 


